
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

総
則

一

趣
旨

こ
の
法
律
は
、
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
の
重
要
性
に
鑑
み
、
市
町
村
及
び
都
道
府
県
が
実
施
す
る
森

林
の
整
備
及
び
そ
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
森
林
環
境
税
に
つ
い
て
、
納
税
義
務
者
、
税
率
、
賦

課
徴
収
等
の
手
続
及
び
そ
の
納
税
義
務
の
適
正
な
履
行
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
収
入

額
に
相
当
す
る
額
を
森
林
環
境
譲
与
税
と
し
て
市
町
村
及
び
都
道
府
県
に
対
し
て
譲
与
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
一
条
関
係
）

第
二

森
林
環
境
税
の
創
設

一

総
則

１

納
税
義
務
者

こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
す
る
個
人
に
対
し
て
は
、
国
が
均
等
の
額
に
よ
り
森
林
環
境
税
を
課
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）



２

非
課
税

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
生
活
扶
助
等
を
受
け
て
い
る
者
等
に
対
し
て
は
、
森
林
環
境
税
を
課
さ
な
い
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

二

税
率

森
林
環
境
税
の
税
率
は
、
千
円
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
関
係
）

三

賦
課
徴
収
等

１

賦
課
期
日

森
林
環
境
税
の
賦
課
期
日
は
、
一
月
一
日
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
関
係
）

２

賦
課
徴
収

森
林
環
境
税
の
賦
課
徴
収
は
、
市
町
村
が
、
当
該
市
町
村
の
個
人
の
市
町
村
民
税
の
均
等
割
の
賦
課
徴
収
の
例
に
よ

り
、
当
該
市
町
村
の
個
人
の
市
町
村
民
税
の
均
等
割
の
賦
課
徴
収
と
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
条
関
係
）

３

納
付
又
は
納
入
等

㈠

森
林
環
境
税
の
納
税
義
務
者
等
は
、
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金
を
当
該
市
町
村
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る



地
方
団
体
の
徴
収
金
の
納
付
又
は
納
入
の
例
に
よ
り
、
当
該
市
町
村
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴

収
金
の
納
付
又
は
納
入
と
併
せ
て
当
該
市
町
村
に
納
付
し
、
又
は
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）

㈡

市
町
村
は
、
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金
の
納
付
又
は
納
入
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
納
付
又
は
納
入
が
あ
っ

た
月
の
翌
月
十
日
ま
で
に
、
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金
と
し
て
納
付
又
は
納
入
が
あ
っ
た
額
を
都
道
府
県
に
払
い

込
む
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
八
条
関
係
）

㈢

都
道
府
県
は
、
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金
と
し
て
納
付
又
は
納
入
が
あ
っ
た
額
の
市
町
村
か
ら
の
払
込
み
が
あ

っ
た
場
合
に
は
、
当
該
払
込
み
が
あ
っ
た
月
の
翌
月
の
末
日
ま
で
に
、
当
該
払
い
込
ま
れ
た
額
を
国
に
払
い
込
む
も

の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
条
関
係
）

４

免
除

災
害
に
よ
り
生
命
、
身
体
又
は
財
産
に
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
者
等
に
対
し
て
は
、
森
林
環
境
税
を
免
除
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
関
係
）

５

賦
課
徴
収
に
関
す
る
報
告
等



㈠

市
町
村
長
は
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
総
務
大
臣
に
対
し
、
森
林
環
境
税
額
、
森
林
環
境
税
に
係
る
免
除
及

び
滞
納
の
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
報
告
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
八
条
関
係
）

㈡

総
務
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
当
該
市
町
村
又
は

都
道
府
県
に
係
る
森
林
環
境
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
（
第
十
八
条

関
係
）

㈢

総
務
大
臣
が
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
森
林
環
境
税
、
個
人
の
市
町
村
民
税
及
び
個
人
の
道
府
県

民
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
書
類
を
閲
覧
し
、
又
は
記
録
す
る
こ
と
を
求
め
た
場
合
に
は
、
市
町
村
長
又
は
都
道
府

県
知
事
は
、
関
係
書
類
を
総
務
大
臣
又
は
そ
の
指
定
す
る
職
員
に
閲
覧
さ
せ
、
又
は
記
録
さ
せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
関
係
）

第
三

森
林
環
境
譲
与
税
の
創
設

一

森
林
環
境
譲
与
税

森
林
環
境
譲
与
税
は
、
森
林
環
境
税
の
収
入
額
に
相
当
す
る
額
と
し
、
市
町
村
及
び
都
道
府
県
に
対
し
て
譲
与
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
七
条
関
係
）



二

各
市
町
村
に
対
す
る
譲
与
の
基
準

森
林
環
境
譲
与
税
の
十
分
の
九
に
相
当
す
る
額
は
、
市
町
村
に
対
し
て
譲
与
す
る
も
の
と
し
、
当
該
譲
与
額
の
十
分
の

五
に
相
当
す
る
額
を
各
市
町
村
内
に
存
す
る
私
有
林
人
工
林
の
面
積
で
、
当
該
譲
与
額
の
十
分
の
二
に
相
当
す
る
額
を
各

市
町
村
の
林
業
就
業
者
数
で
、
当
該
譲
与
額
の
十
分
の
三
に
相
当
す
る
額
を
各
市
町
村
の
人
口
で
按
分
し
て
譲
与
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
私
有
林
人
工
林
の
面
積
は
、
林
野
率
に
よ
り
補
正
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
八
条

関
係
）

三

各
都
道
府
県
に
対
す
る
譲
与
の
基
準

森
林
環
境
譲
与
税
の
十
分
の
一
に
相
当
す
る
額
は
、
都
道
府
県
に
対
し
て
譲
与
す
る
も
の
と
し
、
当
該
譲
与
額
の
十
分

の
五
に
相
当
す
る
額
を
各
都
道
府
県
内
の
各
市
町
村
に
係
る
私
有
林
人
工
林
の
面
積
を
合
算
し
た
面
積
で
、
当
該
譲
与
額

の
十
分
の
二
に
相
当
す
る
額
を
各
都
道
府
県
の
林
業
就
業
者
数
で
、
当
該
譲
与
額
の
十
分
の
三
に
相
当
す
る
額
を
各
都
道

府
県
の
人
口
で
按
分
し
て
譲
与
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
九
条
関
係
）

四

譲
与
時
期
及
び
各
譲
与
時
期
の
譲
与
額

森
林
環
境
譲
与
税
は
、
毎
年
度
、
九
月
及
び
三
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
九
月
に
あ
っ
て
は
三
月
か
ら
八
月
ま
で
の
間
に
収



納
し
た
森
林
環
境
税
の
収
入
額
に
相
当
す
る
額
、
三
月
に
あ
っ
て
は
九
月
か
ら
翌
年
の
二
月
ま
で
の
間
に
収
納
し
た
同
税

の
収
入
額
に
相
当
す
る
額
を
譲
与
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
関
係
）

五

地
方
財
政
審
議
会
の
意
見
の
聴
取

総
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
に
関
す
る
総
務
省
令
を
制
定
し
、
若
し
く
は
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
市
町
村
及
び

都
道
府
県
に
対
し
て
譲
与
す
べ
き
森
林
環
境
譲
与
税
を
譲
与
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
地
方
財
政
審
議
会
の
意
見
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
三
条
関
係
）

六

使
途

１

市
町
村
に
係
る
森
林
環
境
譲
与
税
の
使
途

市
町
村
は
、
譲
与
を
受
け
た
森
林
環
境
譲
与
税
の
総
額
を
次
に
掲
げ
る
施
策
に
要
す
る
費
用
に
充
て
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
四
条
関
係
）

㈠

森
林
の
整
備
に
関
す
る
施
策

㈡

森
林
の
整
備
を
担
う
べ
き
人
材
の
育
成
及
び
確
保
、
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
に
関
す
る
普
及
啓
発
、
木
材
の

利
用
の
促
進
そ
の
他
の
森
林
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
施
策



２

都
道
府
県
に
係
る
森
林
環
境
譲
与
税
の
使
途

都
道
府
県
は
、
譲
与
を
受
け
た
森
林
環
境
譲
与
税
の
総
額
を
次
に
掲
げ
る
施
策
に
要
す
る
費
用
に
充
て
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
四
条
関
係
）

㈠

当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
が
実
施
す
る
１
㈠
㈡
に
掲
げ
る
施
策
の
支
援
に
関
す
る
施
策

㈡

当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
が
実
施
す
る
１
㈠
に
掲
げ
る
施
策
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
た
め
の
１
㈠
に
掲
げ
る

施
策

㈢

１
㈡
に
掲
げ
る
施
策

３

使
途
の
公
表

市
町
村
及
び
都
道
府
県
の
長
は
、
決
算
を
議
会
の
認
定
に
付
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
森
林
環
境
譲
与
税
の
使
途

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
四
条
関
係
）

七

制
度
創
設
段
階
に
お
け
る
森
林
環
境
譲
与
税
の
譲
与
の
特
例

１

森
林
環
境
譲
与
税
額
の
特
例



平
成
三
十
一
年
度
か
ら
平
成
四
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
森
林
環
境
譲
与
税
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
と
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
支
弁
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計
の
負
担
に
お
い

て
、
借
入
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
条
、
第
十
七
条
関
係
）

年
度

森
林
環
境
譲
与
税
額

平
成
三
十
一
年
度
か
ら
平
成
三
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度

二
百
億
円

平
成
三
十
四
年
度
及
び
平
成
三
十
五
年
度

三
百
億
円

平
成
三
十
六
年
度

森
林
環
境
税
の
収
入
額
か
ら
借
入
金
等
の
利
子
支
払

額
を
控
除
し
た
額

平
成
三
十
七
年
度
か
ら
平
成
四
十
年
度
ま
で
の
各
年
度

森
林
環
境
税
の
収
入
額
か
ら
二
百
億
円
及
び
借
入
金

等
の
利
子
支
払
額
等
を
控
除
し
た
額

平
成
四
十
一
年
度
か
ら
平
成
四
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度

森
林
環
境
税
の
収
入
額
か
ら
百
億
円
及
び
借
入
金
等

の
利
子
支
払
額
等
を
控
除
し
た
額

２

市
町
村
及
び
都
道
府
県
に
対
す
る
譲
与
額
の
特
例



平
成
三
十
一
年
度
か
ら
平
成
四
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
市
町
村
及
び
都
道
府
県
に
対
す
る
譲
与
額
は
森

林
環
境
譲
与
税
額
に
対
し
て
次
に
掲
げ
る
割
合
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
条
関
係
）

年
度

市
町
村
に
係
る
割
合

都
道
府
県
に
係
る
割
合

平
成
三
十
一
年
度
か
ら
平
成
三
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度

五
分
の
四

五
分
の
一

平
成
三
十
七
年
度
か
ら
平
成
四
十
年
度
ま
で
の
各
年
度

二
十
分
の
十
七

二
十
分
の
三

平
成
四
十
一
年
度
か
ら
平
成
四
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度

二
十
五
分
の
二
十
二

二
十
五
分
の
三

第
四

そ
の
他

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
前
記
第
二
は
、
平
成
三
十
六
年
一
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。


